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Ⅰ 令和４年度一般会計６月補正予算の概要【教育委員会関係】 

 

総括表 

（単位 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度

331,575,271 12,711 331,587,982 333,217,575 △ 1,629,593 99.5%

(項) 25,282,502 ― 25,282,502 22,171,602 3,110,900 114.0%

(項) 80,785,630 ― 80,785,630 80,812,407 △ 26,777 100.0%

(項) 49,224,070 ― 49,224,070 50,655,401 △ 1,431,331 97.2%

(項) 134,130,617 ― 134,130,617 134,472,973 △ 342,356 99.7%

(項) 38,375,107 ― 38,375,107 40,152,851 △ 1,777,744 95.6%

(項) 3,258,546 ― 3,258,546 4,440,856 △ 1,182,310 73.4%

(項) 518,799 12,711 531,510 511,485 20,025 103.9%

331,575,271 12,711 331,587,982 333,217,575 △ 1,629,593 99.5%

331,575,271 12,711 331,587,982 333,217,575 △ 1,629,593 99.5%合 計

Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

(款) 教 育 費

教 育 総 務 費

小 学 校 費

中 学 校 費

高 等 学 校 費

特別支援学校費

社 会 教 育 費

保 健 体 育 費

教 育 費 計

( 教 育 委 員 会 関 係 )

内　訳
令和４年度 対前年度比較

科　目
当初

予算額
６月補正
予算額

６月現計
予算額　Ａ

６月現計
予算額 Ｂ
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Ⅱ 令和４年度一般会計６月補正予算歳出の事業 

 

１ 11款 教育費  ７項 保健体育費 

○新 ・ 学校給食等物価高騰対応費 

 12,711千円【予算に関する説明書 19頁】 

 

物価高騰の影響を受けても、これまで通りの栄養バランスや量を

保った学校給食等を実施するため、県立特別支援学校の給食費及び

寄宿舎食費の物価高騰分について県が負担し、保護者等の負担軽減

を行う。 
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【議案（条例その他 その３）６頁 定県第49号議案】 

 

Ⅲ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び学校職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部を改正する条例の概要【教育委員会関係】 

 

１ 改正の趣旨 

 国家公務員の例に準じ、育児参加休暇の対象期間を拡大するため、所要

の改正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

 育児参加休暇の対象期間を出産の日以後１年を経過する日まで拡大する。

（学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第12条の５関係） 

 

３ 施行期日 

  令和４年10月１日 
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【議案（条例その他 その３）18頁 定県第57号議案】 

 

Ⅳ 神奈川県立の高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例の概

要 

 

１  改正の趣旨 

県立高校改革実施計画（Ⅱ期）に基づく再編・統合による県立の高等学

校の設置等を行うため、所要の改正を行うものである。 

 

２ 改正の内容 

県立高校改革実施計画（Ⅱ期）に基づき、再編・統合を行い、県立高等

学校３校を新校として設置する。（別表第１関係） 

 

新校の名称及び位置 再編・統合の対象校の名称及び位置 

神奈川県立横浜瀬谷高等学校 

（横浜市瀬谷区東野台29番地の１） 

神奈川県立瀬谷高等学校 

（横浜市瀬谷区東野台29番地の１） 

神奈川県立瀬谷西高等学校 

（横浜市瀬谷区中屋敷２丁目２番５号） 

神奈川県立相模原城山高等学校 

（相模原市緑区城山一丁目26番１号） 

神奈川県立相模原総合高等学校 

（相模原市緑区大島1,226番地） 

神奈川県立城山高等学校 

（相模原市緑区城山１丁目26番１号） 

神奈川県立逗子葉山高等学校 

（逗子市桜山５丁目24番１号） 

神奈川県立逗子高等学校 

（逗子市池子４丁目1,025番地の１） 

神奈川県立逗葉高等学校 

（逗子市桜山５丁目24番１号） 

 

３  施行期日 

令和４年11月１日。ただし、県立高等学校の項を削る規定は、令和５年

４月１日。 
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